
【 ごみの分け方・出し方 】 

 津市では、ごみの減量化、再資源化の推進を図るため、家庭から出るごみ

を１３区分１７種類に分別して収集しています。 

 

ごみの分別区分 収集回数 ごみの出し方 

燃やせるごみ（可燃） 週２回 透明または半透明の袋に入れて出して

ください。 容器包装プラスチック（容プラ） 週１回 

燃やせないごみ（不燃） 月１回 透明または半透明の袋に入れて出して

ください。 

袋に入らない場合は、周囲に飛散しな

いようにそのまま出してください。 

金属 月２回 

その他プラスチック（他プラ） 月１回 

危険ごみ 

スプレー缶 

卓上カセットボンベ 

３か月 

に１回 

透明または半透明の袋に入れて出して

ください。 
使い捨てライター 

蛍光管 

新しい蛍光管が入っていた箱や袋に入

れて、割れないようにして出してくだ

さい。 

乾電池 
透明または半透明の袋に入れて出して

ください。 

水銀式体温計 

割れないように専用の容器に入れ、透

明または半透明の袋に入れて出してく

ださい。 

新聞 月１回 

品目別に束ねて、ひもで十文字に縛っ

て出してください。 
雑誌・雑紙 月１回 

ダンボール 月１回 

飲料用紙パック 月１回 

パックの中をきれいに洗ってから、切

り開き、乾燥させ、ひもで十文字に縛

って出してください。 

衣類・布類 月１回 

透明または半透明の袋に入れて出して

ください。 
ペットボトル（ペット） 月２回 

びん 月１回 

 

※ 香良洲地域にお住まいの方は、「燃やせるごみ」「容器包装プラスチック」

以外のものは、香良洲エコ・ステーションへ搬入してください。 

 



【 ごみ出しルールを守りましょう 】 

快適で住みよい環境を守るため、４つのごみ出しルールをお守りくださ

い。市民のみなさまのご理解とご協力をお願いします。 

１ 決められた日の決められた時間までに 

  前日から出さないでください。 

２ 決められたごみだけを 

  指定日以外のごみは収集できません。 

  ごみ収集カレンダーをよく確かめてお出しください。 

３ 決められた方法で 

  透明または半透明の袋でお出しください。 

４ 決められた場所に出す 

  自治会やアパートの管理会社等で決められた場所にお出しください。 
 

【 イエローカード 】 

 イエローカードは、きちんとごみ出しルールを守っていただくことをお

知らせするためのカードです。 

ルールが守られていないごみが出されていた場合は、イエローカードが

貼られ、収集されません。自分の出したごみが残っている場合は、イエロ

ーカードに収集しない理由を表示していますので、一旦持ち帰りルールに

従って、次の収集日に出し直してください。 

 

自分の出したごみがイエローカードを貼られて残って 

いないか、夕方や次の日に確認しましょう。 

 

※ 決められた時間を過ぎて出されたごみには、イエローカードは貼られ

ていません。ごみは必ず決められた時間までにお出しください。 

 

★★ ゴミ分別アプリを配信しています ★★ 


